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⻑野県消費⽣活サポーターの皆様、こんにちは。秋風が吹き渡る季節となりましたが、いかがお過ごしでしょうか。今
⽉は、「還付⾦詐欺に注意︕」等を掲載しました。皆様の活動の参考にご覧ください。 

 
 
 
◎還付⾦詐欺に注意︕ 

役所等をかたって⾃宅の固定電話等に電話をしてきて、税⾦や保険料等が還付されるなどと説明し、そのための⼿
続きとして ATM に誘導するなどしてお⾦をだまし取る「還付⾦詐欺」に関する相談が多く寄せられています。トラブルに
あわれている⽅の約 95％が 60 歳以上のため、家族や周囲の⽅々の⾒守りが重要になります。 
 
【相談事例】    
市役所を名乗り「健康保険の還付⾦が２万円あり、数か⽉前に書類を送ったが返事がなかった。今ならまだ返⾦でき
るので、携帯電話を持って ATM へ⾏くように」と電話があった。携帯電話を持っていないと断ると、「家族のものを借りる
ように」と⾔われた。市役所から還付⾦の電話がかかってくることはあるのか。 
 
トラブルにあわないために  
▶役所等から「お⾦が返ってくる」という電話がかかってきたら、それは還付⾦詐欺です。 
▶還付⾦に⼼当たりがある場合は、⾃分で役所等の担当部署を調べたうえで連絡し、確認してください。 
▶「お⾦を返すために必要」などと⾔われ、名前や住所、銀⾏名、⼝座番号等の個⼈情報を聞かれても絶対に答え

てはいけません。 
▶不審な電話の対策として、防犯機能付き電話機の導⼊や、電話機の留守番電話機能、ナンバー・ディスプレイ

機能などを活⽤しましょう。 
▶不安を感じたら、すぐに家族、知⼈、警察、最寄りの消費⽣活センター等に相談してください。 
 
◎秋から冬の⾏楽シーズンに気をつけたい〜正しいエスカレーターの利⽤⽅法〜 
 秋、冬の⾏楽シーズン、県内ではキャリーケースなどの⼤きな荷物を持ってエスカレーターを利⽤する観光客が多くなり
ます。⽇本では、急いでいる⼈が歩いて通れるように⽚側をあける習慣が根づいていますが、エスカレーター上の歩⾏を
助⻑することになり、障がいなどを理由でどちらかの⼿すりしかつかめない⼈や⾼齢者などの安全を脅かす可能性があり
ます。また、エスカレーターでの転倒は、死亡や重篤な事故に⾄るケースもあり注意が必要です。 

エスカレーターを利⽤する際は①左右どちらかの⼿すりにつかまり②⻩⾊い線の内側に⽴って③歩かず⽴ち⽌まっ
て利⽤しましょう。 
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◎令和６年度⻑野県消費者⼤学（オンライン講座）受講者募集中です︕  
⻑野県では、「令和 6 年度⻑野県消費者⼤学」を開催します。消費⽣活に関する基礎的な知識 

から最新の情報までを連続講座形式で幅広く、オンラインで⼿軽に学ぶことができます。 
サポーターの皆様には過去に受講済みの⽅も多いと思いますが、忘れがちな基礎知識の復習や、 

最近の消費者問題を踏まえた知識のアップデートにもご利⽤いただけます。 ※詳細については、別添消費者⼤学チラ
シをご覧ください。 
※オンデマンド再⽣による受講が可能なため、開講後も当⾯の間受講登録を受付いたします。 
（11 ⽉末頃まで。⼈数上限に達した場合は途中で終了する可能性があります。） 

〇申し込み⽅法 
下記のグーグルフォーム（申込みフォーム）からお申し込みください。 
https://forms.gle/6ed7vUicyWARjAyv7 

 
◎多重債務相談会を開催します︕ 
 ⻑野県ではクレジットカードやローンで返済等が困難になった⽅を対象に多重債務相談会を開催します。弁護⼠または司
法書⼠が無料で１時間程相談に応じ、解決⽅法をアドバイスします。相談内容等に関する秘密は守られますので、安⼼し
てご相談ください。 
〇⽇程・会場 
 ・令和６年 11 ⽉ 12 ⽇(⽕) 10:00~17:00 
 ・⻑野県消費⽣活センター（北信・中信・南信・東信） 
〇相談⽅法 
 ４カ所の消費⽣活センターにおいて、弁護⼠または司法書⼠が相談に応じます。 
事前予約制となりますので、下記の最寄りの消費⽣活センターへ、直接電話でお申し込みください。 
(予約は、10 ⽉ 11 ⽇(⾦)〜11 ⽉ 11 ⽇(⽉)までの 8:30~17:00 の間（⼟⽇祝⽇を除く）に受付ます。) 
〇予約申込先 
北信消費⽣活センター（０２６－２１７－０００９）、中信消費⽣活センター（０２６３－４０―３６６０） 
南信消費⽣活センター（０２６５－２４－８０５８）、東信消費⽣活センター（０２６８－２７－８５１７） 
 
◎⾼齢者の悪質商法被害防⽌リーフレットを作成しました  
 本年度も、⾒守りの⼤切さや相談窓⼝の周知を図るため⾼齢者悪質商法被害防⽌リーフレット・ポスターを作成し、
⾼齢者関連施設・市町村等に配布しました。リーフレット(別添)は、サポーターの皆様にも消費者被害防⽌や⾒守り
活動等の参考となる内容となっておりますのでご覧ください。 
 
 
〇⻑野県くらし安全・消費⽣活課 消費者⼤学チラシ 
〇⾼齢者の悪質商法被害防⽌にはみまもるあにまる リーフレット  
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